
 

 

 

 

 

１．当機関の特徴・評価調査者について 

 

２．福祉サービス第三者評価の主な流れ 

 

 

事 業 所 評価機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

契約（事前打合せ） 
 

契約の締結、スケジュール、料金 

第三者評価の意義や目的、自己評価の方法等に関する説明 

訪問調査 
［外部評価：１日］ ［第三者評価：１日半］ 

文書や記録等の確認・施設見学・聞き取り調査 など 

評価結果の作成 

外 部 評 価：約２週間～３週間 

第三者評価：約１ヶ月～１カ月半 

 

評価調査者間の合議で作成いたします。 

評価結果の確認 

公表の同意 

・公表の同意書の記入 

・施設コメントの記入（第三者評価） 

・目標達成計画等の作成（外部評価） 

自己評価・利用者調査等の実施 
外 部 評 価：約１ヶ月間 

第三者評価：約２ヶ月間 

①利用者調査実施 

②自己評価の実施・提出 

③事前提出書類の準備・提出（※） 

（※第三者評価のみ） 

○自己評価等事前提出資料の 

読み込み・分析 

○利用者調査票の集計等 

事前準備 

富山県福祉サービス第三者評価 

推進機構に結果報告 

サンシップとやまＨＰにて公表 
ＵＲＬ<http://www.wel.pref.toyama.jp/12_hyoka.html> 

一般社団法人 富山県介護福祉士会は介護福祉士の専門職団体です。 

利用者の立場に立ったより良い介護のために、専門職の視点による評価を目指し、富山県福祉サービス

第三者評価推進機構から評価機関としての認証を受けました。 

当機関の評価調査者の多くは介護福祉士の有資格者、あるいは施設管理者や運営者で、福祉サービスの

現場での経験が豊富なことが特徴です。経営者・職員・利用者の立場を充分に理解した評価調査者が公正・

中立な評価を実施いたします。 

事業所様と確かな信頼関係を築き、評価結果を最大限に活用し、サービスの質の向上・改善を目指す取

組みを支援することを目的としております。 

～よくある質問・お問合せ～ 

Ｑ.外部評価、第三者評価を受

けるメリットは何か。 

Ａ.職員が参加する自己評価

や、評価調査者のヒアリングな

どの過程を通し、事業所の特徴

や現在の福祉サービスの良い

点、課題等の気づきを得ること

ができ、サービスの質の向上に

つながります。 

 

Ｑ.いつまでに申し込めばよい

か。 

Ａ.申込は随時受け付けており

ます。スケジュール調整や自己

評価期間確保の関係上、受審希

望時期の３ヶ月前まで（第三者

評価は６ヶ月前まで）にお申込

みをお願いいたします。 

一般社団法人 富山県介護福祉士会 
評価機関  No.16-002 No.2410-018-03 



３．受審料（令和 3年 4月 1日現在） 

・地域密着型サービス外部評価（認知症対応型共同生活介護） 

ユニット数 受審料（税込） 

１ユニット ７２，０００円 

２ユニット ８２，０００円 

３ユニット ９２，０００円 

 

・福祉サービス第三者評価（高齢福祉・障害福祉・児童福祉（社会的養護関係施設は除く）） 

定 員 数 受審料（税込） 

２０人まで  ２１０，０００円 

２１～５０人  ２２０，０００円 

５１人～１００人  ２３０，０００円 

１０１人～１５０人  ２４０，０００円 

１５１人～  ２５０，０００円 

 

４．受審いただいた事業所様の声、感想 

・業務内容を熟知している方の訪問は気づきが強かった。 

・各項目に対して、丁寧に説明いただき、充分に理解・納得ができ、多くの気づきがあった。 

・職員ができていない点にばかり目を向けるのではなく、できている点や頑張っている点を評価してくださった

のが嬉しく、励みになった。 

・新しい発見ができて良かった。 

・現場の事をよく分かっている方が調査に来られ、スムーズに訪問調査を行なうことができた。 

・毎回気づきを教えてもらえて大変参考になっている。 

・十分な意見交換の上での調査だった分、納得できる受審になったと思う。 

・事業所のことを知ろうと、いろいろな視点から話を聞いてくださった。 

・いろいろな気づきや改善方法のヒントを得ることができた。 

・課題も分かり、サービスの向上につながった。 

・事業所の取り組みへの理解と、苦労への共感をしてくださり心強い気持ちになった。 

 

５．申込方法について 

 当評価機関ホームページ（http://www.toyama-kaigo.com/evaluation）内にある 

「受審申込書」によりＦＡＸでまたは郵送でお申込みください。 

また、ホームページ内の受審申込フォームも利用できます。 

（※福祉サービス第三者評価受審に関しては、別途お問合せください） 

 

お問合せ先 

一般社団法人 富山県介護福祉士会  第三者評価室 

〒939-8084  富山市西中野町 1丁目１-18 オフィス西中野ビル 1階 

TEL：076-422-2442 ／ FAX：076-422-0440 

 HP：http://www.toyama-kaigo.com/evaluation 

http://www.toyama-kaigo.com/evaluation
http://www.toyama-kaigo.com/evaluation

